
特集：⾃分らしい⽣活を送るために

  ∼介護予防訪問介護相当サービス編∼

今⽉の表紙�「渦（うず）と禍い（わざわい）」�  管理者：鈴⽊礼
 �恥ずかしながら告⽩します。私、コロナウィルスが蔓延し始めた頃、コロナ禍の
「禍」を間違えて「渦」(うず)と表記していました。コロナウィルスの「渦(うず)」に⼈
間が巻き込まれたという表現が⾃分の中ではうまく落としこめたのでしょう。いつだか関
係者に間違いを指適され、でも私の中では「うず、以上にピッタリの表現があるのだろう
か？」どうしても腑に落ちない。それに「禍」なんて漢字使ったことがない。

�漢字辞典で調べました。そして「災(わざわい)」という意味を成す漢字であるこ
とが解った途端…。なんてピッタリな表現なのでしょう！偏が違うだけでここまで
意味が変わるなんて！⽇本語って素晴らしい！⼿のひらを返したように「渦」誤表
記は忘却のかなた。
�話は「なぜ今回の写真なのか？」に進みます。終わりの⾒えない⾼齢者の相談対応とい
う渦に巻き込まれ疲弊した包括職員の為に、10年ぶりに机椅⼦を新調し気分をリフレッ
シュ！そして、できることなら災い(禍い)は避けて通りたい…といった厄落とし的意味
合いもあったりします。
�最後に…「災い転じて福となす」地域の皆様にとって幸多からんことをお祈りします。
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認知機能評価はじめました
京急⼤津駅前の「シャロームひろば」
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 介護予防相当サービスとは、基本チェック

リストを⾏い事業対象者に該当した⼈、介護

保険の申請を⾏い要⽀援1，2が出た⼈が対象

になるサービスです。

��介護予防通所介護相当サービスは、皆様イ

メージしやすいとは思いますが、介護予防訪

問介護相当サービスについては、サービスの

⽬的が不明確なように思いますので説明をし

たいと思います。

��介護予防のサービス⽬的としては、利⽤者

が⾏う事が出来る⽣活⾏為を増やしていく事

で要介護状態になる事を予防していくのが趣

旨となっています。

��やるのが億劫だから・気⼒がないからやっ

て欲しいではなく、⾃分で出来る事は⾃分で

やり、できない部分はどうしてできないのか

を考え、どのようにしたらできるようになる

のか検討し、出来るようになる為にサービス

を利⽤して⾏きましょう。

��出来る事を増やす事で今まで⽣きてきた⽣

活スタイルを維持し、⾃分らしい⽣活を送れ

るようにしていきましょう。

 ◆介護予防訪問介護相当サービスを

�����������������利⽤するにあたって◆

・本⼈が出来ている事は、サービスとして

��利⽤が出来ない。

・本⼈が出来ない事をどうすればできるよ

��うになるか検討する事。

・⽇常⽣活を営む上で必要なサービスなの

��か？

・同居家族ができるか？できないか？

・地域住⺠による⾃主的な取り組みや⾃費

��の代替サービスが利⽤できるかどうか？

※家族がその家事をしたことがない、

��家事を⾏う事に対して遠慮がある等は

��理由になりません。

⾃分らしい⽣活を送るために
（介護予防訪問介護相当サービス編）

�⼤津地域包括⽀援センター 主任介護⽀援専⾨員：⻑雄 想太郎   



 成年後⾒⼈等は、本⼈のためにどのような保護や⽀援が必要かを勘案し、申し⽴

てによって家庭裁判所が選任します。本⼈の親族以外にも、法律・福祉の専⾨家、

その他の第三者や、福祉関係の公益法⼈その他の法⼈が選ばれる場合があります。

成年後⾒⼈等を複数選ぶことも可能です。また、管理する財産が多額の場合等は、

成年後⾒⼈等を監督する成年後⾒監督⼈などが選ばれることもあります。

��

�

期��間�：R4年8⽉1⽇(⽉)∼R5年1⽉13⽇(⾦)

���������※⼟⽇祝⽇は休館です

検査⽅法：ipadを⽤いて⾏います

所要時間：30分程度

場��所�：京急⼤津駅前『シャロームひろば』 

内��容�：今の脳の状態を知ることや、出来るだけ早期に

��������⾃⾝の認知機能低下に気づくことが出来るツール

��������としてご活⽤して頂ければと思います。

予��約�：046-842-1082 卓地（つくいち）まで

※必ずご予約ください。ご対応できない場合があります。

※認知機能評価とは、認知症を診断するものではございません。

成年後⾒制度∼その⑤∼

�「成年後⾒⼈」ってどんな⼈？？

◆「認知機能評価」はじめました�

�����������ＩＮ シャロームひろば◆
�

看護師の「つくいち」です。

是⾮、お越しください！

お待ちしております��

 

��なお、後⾒開始等の審判を申し⽴てた⼈で、特定の⼈

が成年後⾒⼈等に選ばれることを希望していた場合であっ

ても、家庭裁判所が希望どおりの⼈を成年後⾒⼈等に選任

するとは限りません。希望に沿わない⼈が成年後⾒⼈等に

選任された場合であっても、そのことを理由に後⾒開始等

の審判に対して不服申⽴てをすることはできません。

出典：法務省ウェブサイト

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1）
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お気軽にご相�ください��


